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墨田区国民保護計画（令和８年変更）の新旧対照表 

第１編 総論 

頁 変更箇所 変更案 現行 

1  

（削除） (4) オリンピック・パラリンピック開催に向けた対策 

本計画では、世界の首都や大都市で大規模なテロが多く発生している状況や国内外

の注目が集まる2020年オリンピック・パラリンピック競技大会への危機管理の視点を

踏まえ、緊急対処事態（大規模なテロ等）への対処を重視する。 

 2 

第１編 総論 

第２編 武力攻撃事態等への対処 

第３編 復旧等 

第４編 大規模テロ等（緊急対処事態）への対処 

第５編 平素からの備え 

第１編 総論 

第２編 平素からの備え 

第３編 武力攻撃事態等への対処 

第４編 復旧等 

第５編 大規模テロ等（緊急対処事態）への対処 

 注釈 
(*) 武力攻撃事態とは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態、又は

武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められる事態をいう。 

（20頁から移動） 

2 4 
区は、本計画に基づき、具体的な運用のために必要なマニュアルを整備するととも

に、必要に応じて関係機関との協定等を締結する。 

区は、本計画に基づき、具体的な運用のために必要なマニュアル、関係機関との協

定等を速やかに整備する。 

3 （3） 

区は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報

を、適時に、かつ、適切な方法で提供する。 

区は、いわゆるデマ情報の拡散による被害拡大防止に努めるとともに、デマ情報へ

の注意喚起を併せて実施する。 

区は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報

を、適時に、かつ、適切な方法で提供する。 

5 注釈 (*) 区対策本部の役割については、第２編第２章を参照 (*) 区対策本部の役割については、第３編第２章を参照 

6  ■ 区 ■ 区の事務 

  
■ 東京都（都国民保護計画より） 

（別図表１のとおり） 

■ 東京都の事務（都国民保護計画より） 

（別図表１のとおり） 

7  
■ 国（都国民保護計画より） 

（別図表２のとおり） 

 

  ■ 国（指定地方行政機関） ■ 指定地方行政機関 

10 1（1） 

本区は、東経１３９度４７分１８秒から５０分２８秒、北緯３５度４１分０９秒か

ら４４分３１秒にわたり東京都の東部に位置し、南北に流れる一級河川の隅田川と荒

川にはさまれている。面積は、１３．７７平方キロメートルである。（国土交通省国土

本区は、東経１３９度４７分１８秒から５０分２８秒、北緯３５度４１分０９秒か

ら４４ 分３１秒にわたり東京都の東部に位置し、南北に流れる一級河川の隅田川と荒

川にはさまれ ている。 面積は、１３．７５平方キロメートルである。なお、国土交
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地理院公表の「令和７年度全国都道府県敷く町村面積調（令和７年４月１日時点）」に

よる。） 

通省国土地理院では、面積計 測方法の変更（基となる地形図を２万５千分の１地形図

から電子国土基本図に変更する等） により、平成２６年の墨田区の面積は１３．７７

平方キロメートルであると公表している。 

12 2 

本区は温帯気候であり、夏は高温多湿、冬は寒冷少雨である。 気温は、年平均１７℃

で、近年は、区部を中心に「ヒートアイランド化」の影響により、年々上昇する傾向に

ある。降水量は、梅雨時期や秋雨・台風の時期を中心に多い。 

（別図表３のとおり） 

本区は温帯気候であり、夏は高温多湿、冬は寒冷少雨である。 気温は、年平均１６℃

で、近年は、区部を中心に「ヒートアイランド化」の影響により、年々上昇する傾向に

ある。降水量は、梅雨時期や秋雨・台風の時期を中心に多く、年平均３個の台風が接近

する。 

（別図表３のとおり） 

13 3 

本区における人口は年々増加しており、令和５年１月１日現在では、２７９，９８５

人となっている。一方、平均世帯人員は、同日現在１．７２人と減少の一途をたどって

おり、これは、単身世帯の増加と核家族化の進行のほか、出生率が低下していることも

影響しているものと考えられる。 

本区における人口は、昭和１５年に当時の本所・向島両区を合わせ約４８万人を記録

したが、戦災という異常事態のあった昭和２０年には、約７７，０００人と、ピーク時

の１６％にまで 激減した。 

しかし、戦後の復興が進み、景気の回復に伴って再び増勢に転じ、国勢調査でみると

昭和２ ５年には約２４万人、３０年では約３０万人、３５年では３３１，８４３人とな

り、戦後における本区人口の最高を記録している。また、住民登録にみる人口も東京都

が１，０００万人を 超えた昭和３８年５月の３２６，２３４人をピークに減少に転じ、

国勢調査において昭和４０ 年には約３２万人、４５年には約２８万人、５０年には約２

５万人、５５年及び６０年には約 ２３万人、平成２年には約２２万人、平成７年度には

２２万人を割っている。 

そして、住民基本台帳と外国人登録人口でみると、昭和５１年８月には２５万人を割

り、平成９年４月には２１万９，６６７人まで減少したものの以降は徐々に増加に転じ、

平成２９年１月１日現在では、 ２６５，２３８人となっている。 

一方、平均世帯人員は、昭和５０年は２．８７人、６０年は２．６５人となり、平

成２９年 １月１日現在では１．８３人と減少の一途をたどっている。これは、単身世

帯の増加と核家族 化の進行のほか、出生率が低下していることも影響しているものと

考えられる。 

 3(1) 

住民基本台帳による令和５年１月１日現在の本区の人口密度は、１ヘクタール当た

り２０３人で東京都の６３人、２３区部の１５２人を上回る高密度となっている。 

（別図表４のとおり） 

住民基本台帳による平成２９年１月１日現在の本区の人口密度は、１ヘクタール当

たり１９３人で東京都の６２人、２３区部の１４９人を上回る高密度となっている。 

（別図表４のとおり） 

14 3(2) 

年齢３階層別人口構成比は、令和５年１月１日現在、０～１４歳の幼年人口が９．

９％、１５～６４歳の生産年齢人口が６８．６％、６５歳以上の高齢者人口が２１．

５％となって いる。昭和６０年の構成比はそれぞれ１７．５％、７１．６％、１０．

９％であ るので、本区の高齢者人口の占める割合は増加傾向にある。 

年齢３階層別人口構成比は、平成２９年１月１日現在、０～１４歳の幼年人口が１

０．６％、１５～６４歳の生産年齢人口が６６．７％、６５歳以上の高齢者人口が２

２．７％となって いる。ちなみに、昭和６０年の構成比はそれぞれ１７．５％、７

１．６％、１０．９％であ るので、本区の高齢者人口の占める割合が急速に伸びてい



3 

る。 

 3(2) 
年齢別人口及び人口割合 令和５年１月１日午前０時現在（住民基本台帳による） 

（別図表５のとおり） 

年齢別人口及び人口割合 平成２９年１月１日午前０時現在（住民基本台帳による） 

（別図表５のとおり） 

 3(3) 

本区の昼間人口は、平成１７年以降増加を続けており、令和２年には２８万２千人に

なっている。 

また、同年現在、本区から区外へ通学・通勤する者は３１.６％で、流出先は千代田区、

中央区、港区、江東区などの都心周辺区が多く、区外から本区へ通学・通勤する者は、

３４.０％で、江戸川区、江東区、葛飾区、千葉県、埼玉県など都心から見て外側の区域

からの流入が多い。（令和２年国勢調査から） 

 

 

 

（別図表６のとおり） 

（別図表７のとおり） 

本区の昼間人口は、減少傾向を続け、平成２年には２６万７千人となったが、平成７

年に は約２７万人となり、久々に増加に転じた。平成１２年には２５万７千人と減少し

たものの、平成１７年には２６万２千人と再び増加し、平成２２年には２７万９千人と

増加し続けてる。 

本区から区外へ通学・通勤する者は、平成２２年には２８．３％であり、流出先は中

央区、千代田区、港区、江東区などの都心周辺各区が多い。 

区外から本区へ通学・通勤する者は、平成２２年には３６．４％であり、江戸川

区、江東区、葛飾区、千葉県、埼玉県など都心から見て外側の区域からの流入が多

い。（平成２２年国勢調査から） 

（別図表６のとおり） 

（別図表７のとおり） 

15 3(4) 

本区には、約１万４千人が住民登録をしている。中国籍の人口が多く、外国人人口

の５０％近くを占めており、次いで 韓国･朝鮮籍が多い。 

（別図表８のとおり） 

本区には、約１万人が住民登録をしている。中国籍、 韓国･朝鮮籍の人口が多く、

外国人人口の７０％近くを占めており、次いでフィリピン籍が多 い。 

（別図表８のとおり） 

18 5(1) 

区内にはＪＲ東日本（東日本旅客鉄道㈱）、都営地下鉄、東京メトロ（東京地下鉄

㈱）、東武鉄道（株）及び京成電鉄（株）の各鉄道路線がそれぞれ通過しており、比較

的交通利便性が高くなっている。また、区の南北を結ぶ交通機関として、平成１５年

３月１９日に、地下鉄１１号線（半蔵門線）が中央区の水天宮前から錦糸町を通って

押上まで延伸され、さらに東武線との乗り入れが開始された。 

今後は、地下鉄８号線（有楽町線）の延伸に期待がかけられており、その実現に向

けて引き続き取り組みを進めていく。 

 

（別図表９のとおり） 

区内にはＪＲ東日本（東日本旅客鉄道㈱）、都営地下鉄、東京メトロ（東京地下鉄

㈱）、東武鉄道（株）及び京成電鉄（株）の各鉄道路線がそれぞれ通過しており、比

較的交通利便性が高くなっている。また、区の南北を結ぶ交通機関として、地下鉄８

号線（有楽町線）及 び１１号線（半蔵門線）の延伸に期待がかけられており、このう

ち地下鉄１１号線について は、平成１５年３月１９日に中央区の水天宮前から錦糸町

を通って押上まで延伸され、さらに東武線との乗り入れが開始された。今後、１１号

線の押上駅以北と８号線の建設について、その実現に向けて引き続き取り組みを進め

ていく。 

（別図表９のとおり） 

19 6 

東京都地域防災計画・震災編では、都内に３９５箇所の災害時臨時離着陸場候補地

を指定している。そのうち、墨田区内の候補地は都立墨東病院ヘリポート等の３箇所

であり、都内の１市区町あたり６．３箇所に比して若干少ない状況である。 

東京都地域防災計画・震災編では、都内に３２９箇所の災害時臨時離着陸場候補地

を指定している。そのうち、墨田区内の候補地は区立新平井橋公園等の４箇所であ

り、都内の１市区町あたり５．３箇所に比して若干少ない状況である。 

20 8 

【留意点】 【留意点】 

大規模集客施設・イベント、特に、東京スカイツリーや東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会会場が攻撃目標となる事態の発生を想定したマニュアルの整備、訓
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大規模集客施設・イベント、特に、東京スカイツリーが攻撃目標となる事態の発生

を想定したマニュアルの整備、訓練等を通じて、関係機関との連携体制を整備する必

要がある。 

練等を通じて、関係機関との連携体制を整備する必要がある。 

 7 

東京都は、木造住宅が密集する地域で震災時に甚大な被害が想定される地域につい

て、防災生 活圏を基本的な単位として整備区域に指定している（２８地域、約６，５

００ｈａ）。 

東京都は、木造住宅が密集する地域で震災時に甚大な被害が想定される地域につい

て、防災生 活圏を基本的な単位として整備区域に指定している（２８地域、約６，９

００ｈａ）。 

21 上部枠内 

本計画では、最近の国際情勢を踏まえ、弾道ミサイル攻撃への備えを重視する。 

また、世界の首都や大都市で大規模なテロが多く発生していることから、大規模な

テロ等にも都や関係機関と連携し適切に対応していく。 

本計画では、世界の首都や大都市で大規模なテロが多く発生している状況や、国内

外の注目が集まる２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会への危機管

理の視点を踏まえ、緊急対処事態（大規模なテロ等）への対処を重視する。 

また、競技会場や重要インフラ等を狙ったサイバーテロが発生した場合、区民活動

や都市活動に大きな影響を与え緊急対処事態に発展する恐れもあることから、都や関

係機関と連携し適切に対応していく。 
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1 

表 

１ 弾道ミサイル攻撃 

２ ゲリラや特殊部隊による攻撃 

３ 航空攻撃 

４ 着上陸侵攻 

１ 着上陸侵攻 

２ ゲリラや特殊部隊による攻撃 

３ 弾道ミサイル攻撃 

４ 航空攻撃 

 表内3 
○近年ではドローン（無人機）による攻撃も生起していることから留意が必要であ

る。 

 

23 表 

１ 攻撃対象施設等による分類 

(1) 危険物質を有する施設への攻撃 

(2) 大規模集客施設等への攻撃 

２ 攻撃手段による分類 

(1) 大量殺傷物質による攻撃 

(2) 交通機関を破壊手段とした攻撃 

１ 危険物質を有する施設への攻撃 

２ 大規模集客施設等への攻撃 

３ 大量殺傷物質による攻撃 

４ 交通機関を破壊手段とした攻撃 

 
表内1(2)  ○ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場及び周辺施設への攻撃が想定され

る。 
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第２編 武力攻撃事態等への対処 

頁 変更箇所 変更案 現行 

25  第２編 武力攻撃事態等への対処 第３編 武力攻撃事態等への対処 

26 

【区危機管

理対策本部

の区政等】 

本部長：区長 

副本部長：副区長、教育長 

本部員：企画経営室長、ファシリティマネジメント担当部長、総務部長、区民部長、地

域力支援部長、産業観光部長、福祉部長、保健衛生部長、子ども・子育て支援部長、都

市計画部長、危機管理担当部長、都市整備部長、立体化・まちづくり推進担当部長、資

源環境部長、会計管理者、区議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、教育委員会事務

局次長 

本部長：区長 

副本部長：副区長、教育長 

本部員：企画経営室長、総務部長、区民部長、地域力支援部長、産業観光部長、福祉保

健部長、保健衛生担当部長、子ども・子育て支援部長、都市計画部長、危機管理担当部

長、都市整備部長、環境担当部長、立体化推進担当部長、会計管理者、区議会事務局

長、選挙管理委員会事務局長、教育委員会事務局次長 

28 1(3)ア 

区は、「危機管理連絡会議等」において、各種の連絡調整に当たるとともに、現場の

警察、消防等の活動状況を踏ま え、必要に応じて、「区災害対策本部」を設置し、災

害対策基本法等に基づく避難の指示
（＊）

、警戒区域の設定
（＊＊）

、救急救助等の応急

措置を行う。また、区長は、国、都等から入手した情報を各機関等へ提供する。 

区は、「危機管理連絡会議等」において、各種の連絡調整に当たるとともに、現場の

警察、消防等の活動状況を踏まえ、必要により、「区災害対策本部」を設置し、災害対

策基本法等に基づく避難の指示
（＊）

、警戒区域の設定
（＊＊）

、救急救助等の応急措置

を行う。また、区長は、国、都等から入手した情報を各機関等へ提供する。 

32 2(4) 
【墨田区国民保護対策本部の組織】 

（別図表10のとおり） 

【墨田区国民保護対策本部の組織】 

（別図表 10のとおり） 

33 2(4) 
【国民保護対策本部の体制及び各部・隊の武力攻撃事態における分掌事務】 

（別図表11のとおり） 

【国民保護対策本部の体制及び各部・隊の武力攻撃事態における分掌事務】 

（別図表 11のとおり） 

42 2(5) 

区は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、住民に適

時適切 な情報提供や行政相談を行うため、区対策本部に広報広聴体制を整備する。 

（第５編へ移動整理） 

区は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、住民に適時

適切 な情報提供や行政相談を行うため、区対策本部に広報広聴体制を整備する。 

高齢者、障害者、外国人その他の情報伝達に際し配慮を要する者に対しても、確実に

情報 を伝達できるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。特に、言語や生活習

慣の違いに よるハンディをもつ外国人に対しても、必要な情報の提供が行えるよう、

相談窓口の設置等 を検討していく。 

46 1(2) 

区は、国・都の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、

当該 本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的であると判断される場合には、必要

に応じて、 都・国と調整の上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うと

ともに、共同で 現地対策本部の運用を行う。 

 また、国の現地対策本部長が武力攻撃事態等合同対策協議会を開催する場合には、

当該協議会へ参加し、国民保護措置に関する情報の交換や相互協力に努める。 

区は、国・都の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当

該 本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的であると判断される場合には、必要に

応じて、 都・国と調整の上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとと

もに、共同で 現地対策本部の運用を行う。 
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51 1(2) 
【区長から関係機関への警報の通知・伝達の仕組】  

（別図表12のとおり） 

【区長から関係機関への警報の通知・伝達の仕組】  

（別図表 12のとおり） 

52 2(1) 
警報の内容の伝達方法については、現在区が保有する伝達手段に基づき、原則として

以下の要領により行う。 

警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在区が保有する伝達手段に基づき、

原則として以下の要領により行う。 

 2(1)ア 

原則として、同報系防災行政無線で国が定めたサイレンを最大音 量で吹鳴して住民

に注意喚起した後、防災行政無線（同報系・地域系）により武力攻撃事 態等において警

報が発令された事実等を周知する。さらに、携帯電話・パソコンへのメー ル配信、広報

車の使用、住民防災組織・連絡員による各世帯等への伝達、ケーブルテレビ の活用、ホ

ームページの活用、災害時優先電話の使用などの防災行政無線による伝達以外 の方法

も活用する。 

この場合においては、原則として、同報系防災行政無線で国が定めたサイレンを最大

音 量で吹鳴して住民に注意喚起した後、防災行政無線（同報系・地域系）により武力攻

撃事 態等において警報が発令された事実等を周知する。さらに、携帯電話・パソコンへ

のメー ル配信、広報車の使用、住民防災組織・連絡員による各世帯等への伝達、ケーブ

ルテレビ の活用、ホームページの活用、災害時優先電話の使用などの防災行政無線によ

る伝達以外 の方法も活用する。 

 2(1)イ(ア) 

原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線（同報系・地 域系）やホームページ

への掲載をはじめとする手段により、周知を図る。また、広報車 の使用、住民防災組織・

連絡員による各世帯等への伝達、携帯電話・パソコンへのメー ル配信、ケーブルテレビ

の活用、災害時優先電話の使用などの防災行政無線による伝達 以外の方法も活用する。 

この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線（同報系・地 域

系）やホームページへの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。また、広報車 の

使用、住民防災組織・連絡員による各世帯等への伝達、携帯電話・パソコンへのメー ル

配信、ケーブルテレビの活用、災害時優先電話の使用などの防災行政無線による伝達 以

外の方法も活用する。 

 2(1)イ(イ) 区長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周知を図る。 なお、区長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周知を図る。 

 2(2) 

区長は、警報の内容の伝達に当たり、東京消防庁（消防署）の協力が得られるよう、

その消火活動及び救助・救急活動の状況に留意し、緊密な連携を図る。この場合、消防

団は、東京消防庁（消防総監又は消防署長）の所轄の下に行動するものとする。 

また、区は、交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や標識を活用した警報

の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、警視庁（警察署）と緊密な連携を図る。 

区長は、警報の内容の伝達に当たり、東京消防庁（消防署）の協力が得られるよう、そ

の消火活動及び救助・救急活動の状況に留意し、緊密な連携を図る。なお、この場合、消

防団は、東京消防庁（消防総監又は消防署長）の所轄の下に行動するものとする。 

また、区は、交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や標示を活用した警報の

内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、警視庁（警察署）と緊密な連携を図る。 

 2(3) 

警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮

する ものとし、具体的には、要配慮者に対するサイレンの周知や警報発令後にとるべき

行動等について普及啓発を行うほか、墨田区要配慮者避難支援プランの活用、地域住民

や住民防災組織による協力・連携体制の確立、要配慮者サポート隊事業の推進、国際交

流団体等への協力の要請など、要配慮者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備

えられるような体制の整備に努める。 

警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮す

る ものとし、具体的には、要配慮者に対するサイレンの周知や警報発令後にとるべき行

動等について普及啓発を行うほか、避難支援プランの活用、地域住民や住民防災組織に

よる協力・連携体制の確立、要配慮者サポート隊事業の推進、国際交流団体等への協力の

要請など、要配慮者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制

の整備に努める。 

 注釈 

（要配慮者の説明は14頁に移動） 

（＊）要配慮者に関して、避難支援等関係者が連携して避難支援を行うための計画 

 

（＊） 要配慮者とは、発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階

において特に配慮を要する者をいい、高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産

婦、外国人等を想定している。 

（＊＊） 要配慮者に関して、避難支援等関係者が連携して避難支援を行うための計画 

56 2(3)カ 要配慮者の避難方法の決定（墨田区要配慮者避難支援プラン、区対策本部国民保護要 要配慮者の避難方法の決定（要配慮者総合支援プラン、区対策本部国民保護要配慮者
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配慮者救護部の設置、要配慮者サポート隊の協力） 救護部の設置、要配慮者サポート隊の協力） 

60 
4（1） 

枠内 

≪住民の行動≫ 

(1) 住民のとるべき行動 

状況に応じて適切な避難行動をとる。 

行政機関から避難の指示が出された場合は、指示に従って落ち着いて行動する。 

※ 第５編第４章「４ 区民・事業者の皆様に行っていただきたい平素からの備え」

（143 ページ）参照（「≪弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動に

ついて≫」、「≪武力攻撃の類型などに応じた避難などの留意点≫」） 

(2) 住民の協力 

避難住民その他の者は、避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請されたと

きは、必要な協力をするよう努める。 

※ 協力は住民等の自発的な意思に委ねられるものであって、その要請に当たって

強制にわたることがあってはならない。 

 

 4（1） 

弾頭ミサイル攻撃（通常弾頭・ＢＣ弾頭） 

・ 発射後短時間で着弾することが予想されるため、弾道ミサイル発射時に住民が適切

な行動をとることができるよう、全国瞬時警報システム（J-ALERT）による情報伝達及び

弾道ミサイル落下時の行動について平素から周知に努める等、迅速な情報伝達等により

被害を局限化することが重要である。 

弾頭ミサイル攻撃（通常弾頭・ＢＣ弾頭） 

・ 発射後短時間で着弾することが予想されるため、迅速な情報伝達等による被害の

局限化が重要である。 

62  第４編「大規模テロ等（緊急対処事態）への対処」で記述する。 第５編「大規模テロ等（緊急対処事態）への対処」で記述する。 

63 4(2) 

《該当する事態類型と避難上の留意点》 

弾頭ミサイル攻撃（核弾頭） 

・避難住民等（運送に使用する車両及びその乗務員を含む。）の避難退域時検査及び

簡易除染（防災基本計画（原子力災害対策編）の簡易除染をいう。以下同じ。）その他

放射性物質による汚染の拡大を防止するため、関係機関と調整し必要な措置を実施す

る。 

《該当する事態類型と避難上の留意点》 

弾頭ミサイル攻撃（核弾頭） 

・避難住民等（運送に使用する車両及びその乗務員を含む。）のスクリーニング及び除

染その他放射性物質による汚染の拡大を防止するため、関係機関と調整し必要な措置を

実施する。 

66 1(2) 

【都と区市町村間における役割分担】（東京都国民保護計画から抜粋） 

都と区市町村間における主な役割分担は、防災計画における都と区市町村間の役割分

担を踏まえ、次のとおりとする。なお、救援に係る措置については、国民保護法上は知

事の役割とされているところであるが、国民保護法第７６条第１項
（＊）

の規定に基づ

き、その一部を区市町村が行うこととするものである。 

主な措置 役割分担 

【都と区市町村間における役割分担】（東京都国民保護計画から抜粋） 

都と区市町村間における主な役割分担は、防災計画における都と区市町村間の役割分

担を踏まえ、次のとおりとする。なお、救援に係る措置については、国民保護法上は知

事の役割とされているが、国民保護法第７６条第１項
（＊）

の規定に基づき、その一部

を区市町村が行うこととするものである。 

主な措置 役割分担 
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避難場所の運営 ○ 原則として避難場所が所在する区市町村が運営する。 

○ 必要に応じて都が補完する。 

避難所等の運営 ○ 避難所・福祉避難所の開設、運営は区市町村が行うことと

し、都はこれを補完する。 

○ 都又は民間が管理する大規模施設などの運営は都が行う

こととし、区市町村は、これに協力する。 

食糧・生活必需品の

供給 

○ 都による一括調達を原則とし、必要に応じて、都及び区市

町村における備蓄品を活用する。 

○ 緊急時における食糧・生活必需品は、区市町村の備蓄品（都

の事前配置分を含む。）又は調達品をもって充てる。 

医療の実施 ○ 医療救護所の設置、医療救護班等の派遣は、区市町村が一

次的に行い、都は要請に基づき、都医師会等に対する都医療

救護班等の派遣要請や広域的な応援要請を行う。 

○ 都は区市町村の要請に基づき医薬品、医療資材の補充を

行う。 

○ 区市町村は被災現場から医療救護所までの患者搬送及び

医療救護所から災害拠点病院等への患者搬送を実施し、都は

医療救護所から災害拠点病院等への患者搬送を実施する。 

備蓄 ○ 食糧、生活必需品、医薬品等の備蓄は、災害対策用の備蓄

を活用する。 

○ ＮＢＣ災害への対処として、都は、都が現地に派遣する職

員の安全確保のために必要となる資材を備蓄又は調達する。

区市町村は、それぞれの地域の特性に応じて資材を備蓄又は

調達する。 

保健衛生の確保 ○ 区市町村は巡回健康相談等を行うため、保健活動班を編

成して避難所等に派遣し、都は要請に基づき区市町村の支

援及び補完を行う。 

○ 都及び区市町村は、避難所の食品衛生指導等を行う。 

○ 区市町村は、避難所に対する衛生管理指導を行い、都は

これに指導・助言を行う。 

 

 

 

（同左） 

 

（同左） 

（同左） 

 

○ （指定）避難所・二次避難所（福祉避難所）の開設、運営

は区市町村が行うこととし、都はこれを補完する。 

○ 都又は民間が管理する大規模施設などの運営は都が行う

こととし、区市町村は、これに協力する。 

（同左） 

 

 

 

（同左） 

 

（同左） 

 

○ 医療救護所の設置、医療救護班等の派遣は、区市町村が一

次的に行い、都は要請に基づき都医療救護班の派遣、都医師

会等に対する派遣要請や広域的な応援要請を行う。 

○ 都は区市町村の要請に基づき医薬品、医療資材の補充を

行う。 

○ 区市町村は被災現場から医療救護所までの患者搬送及び

医療救護所から災害拠点病院等への患者搬送を実施し、都は

医療救護所から医療施設への患者搬送を実施する。 

（同左） 

 

 

 

 

 

（同左） 

 

（同左） 

 

○ 区市町村は巡回健康相談等を行うため、保健活動班を編

成して避難所等に派遣し、都は要請に基づき区市町村の支

援及び補完を行う。 

○ 都及び区市町村は、避難所の食品衛生指導等を行う。 

○ 区市町村は、避難所に対する衛生管理指導を行い、都は

これに指導・助言を行う。 

○ 区市町村及び都は、避難先地域における飲料水の安全等

環境衛生の確保のため、環境衛生指導班による水の消毒の

確認や避難所の環境整備のための措置を講ずる。 
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被災者の捜索及び救

出 

○ 区市町村は、警視庁、東京消防庁又は消防本部が中心とな

って行う被災者の捜索、救出に協力する。 

埋葬及び火葬 ○ 区市町村は、身元不明遺体を適正に保管し、適正期間経過

後に火葬するとともに、遺留品、遺骨の保管を行う。 

○ 都は必要に応じて広域火葬体制に基づく火葬の実施につい

て調整、推進する。 

電話その他の通信設

備の提供 

○ 都は電気通信事業者である指定公共機関の協力を得て通信

機器等を設置する。 

○ 区市町村は避難所において機器の設置場所の確保を行い、

機器を被災者の利用に供し、管理する。 

武力攻撃災害による

被害を受けた住宅の

応急修理 

○ 区市町村は、都が定める実施要領案に基づき応急修理の募

集、選定を行う。 

○  都は応急修理を実施するために必要な措置を行う。 

学用品の給与 ○  区市町村は、必要量を把握し都に報告する。 

○  都は学用品を一括して調達し、区市町村が配付する。 

行方不明者の捜索及

び遺体の取扱い 

○ 区市町村は、警視庁、東京消防庁又は消防本部が中心と

なって行う行方不明者の捜索に協力する。 

○ 区市町村は、警視庁等関係機関と連携して、遺体収容所

の開設、遺体の搬送、収容及び処理等を行う。 

○ 都は、行方不明者の捜索、遺体の搬送・収容等に関する

支援、連絡調整を行う。 

ごみ、し尿、がれき

処理及び土石・竹木

等の除去 

○ 区市町村は、各所管区域のごみ処理を行う。 

○ 区市町村は、仮設トイレ等を設置するとともに、し尿を収

集し、下水道施設（水再生センター又は管路）への搬入又は

投入により処理する。 

○ 都は、搬入又は投入先の下水道施設（水再生センター又は

管路）のし尿受入口の特定を行う。 

○ 区市町村は、所管区域におけるがれき処理を行う。都は、

がれき処理に関する広域的な調整を行う。 

○ 区市町村は、土石、竹木等の除去を実施する。都は、広

域的な観点から実施順位等を定め、区市町村と協力して土

石、竹木等の除去を実施する。 

応急仮設住宅等の供 ○ 都は、応急仮設住宅等の確保に必要な措置を行う。 

（同左） 

 

（同左） 

 

（同左） 

 

 

 

（同左） 

 

（同左） 

 

 

 

（同左） 

 

（同左） 

 

 

○ 区市町村は、都が定める選定基準により応急修理対象者の

募集、選定を行う。 

○  都は区市町村からの報告を基に応急修理を実施する。 

（同左） 

 

（同左） 

 

（同左） 

 

○ 区市町村は、警視庁、東京消防庁又は消防本部が中心と

なって行う行方不明者の捜索に協力する。 

○ 区市町村は、警視庁等関係機関と連携して、遺体収容所

の開設、死体の搬送、収容及び処理等を行う。 

○ 都は、行方不明者の捜索、死体の搬送・収容等に関する

支援、連絡調整を行う。 

（同左） 

 

○ 区市町村は、各所管区域のごみ処理を行う。 

○ 区市町村は、仮設トイレ等を設置するとともに、し尿を収

集し、下水道施設（水再生センター又は管路）への搬入又は

投入により処理する。 

○ 都は、搬入又は投入先の下水道施設（水再生センター又は

管路）のし尿受け入れ口の特定を行う。 

○ 区市町村は、所管区域におけるがれき処理を行う。都は、

がれき処理に関する広域的な調整を行う。 

○ 区市町村は、土石、竹木等の除去を実施する。都は、広

域的な観点から実施順位等を定め、区市町村と協力して土

石、竹木等の除去を実施する。 

（同左） ○ 都は、長期避難住宅及び応急仮設住宅を設置し、原則とし
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与、運営 ○ 区市町村は、入居者の募集、選定及び入居者管理を行う。 

 
 

 て都営住宅に準じて管理する。 

○ 区市町村は、入居者の募集、選定及び入居者管理を行う。 
 

68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1(3) 

(3) 住民の協力 

救援を必要とする避難住民等及びその近隣の者は、救援に必要な援助について協力

を要請されたときは、必要な協力をするよう努める。 

※ 協力は住民等の自発的な意思に委ねられるものであって、その要請に当たって強

制にわたることがあってはならない。 

 

71 4(1) 

イ 応急仮設住宅等の供与、運営 

区は、避難が長期に及ぶ場合や復帰後も本来の住居が使用できない場合などにおい

て、都が供与する応急仮設住宅等に関し、入居者の募集、選定及び入居者管理を行う。 

イ 応急仮設住宅等の設置、運営 

区は、避難が長期に及ぶ場合や復帰後も本来の住居が使用できない場合などにおいて、

都が供与する応急仮設住宅等に関し、入居者の募集、選定及び入居者管理を行う。 

72 
4(2) 

イ 

（ア）区が行う給水活動  

区は、防災計画における飲料水等の供給に準じて給水活動を行う。 

 

（ア）区が行う給水活動  

区は、次のような給水活動を行う。 

・ 事態発生直後に水道水の給水が困難な場合は、小・中学校及び区施設等に配備

したろ過機により、学校のプールの水及び飲料水貯水槽の水をろ過し、被災者に

給水する。 

・ 区は、都区役割分担に基づき、被災者への給水を行う。 

・ 各災害時給水ステーション（給水拠点）から輸送した飲料水について、避難所

を中心に区民への給水を行う。 

78 2 

２ 都に対する報告 

区は、都への報告に当たっては、原則として、「安否情報システム」を用い、シス

テムが使用できない場合は、安否情報省令第２条に定める様式第３号に必要事項を記

載した書面（電磁的記録を含む。）を、電子メールにより都に送付する。ただし、事

態が急迫している場合などこれらの方法によることができない場合は、口頭や電話な

どでの報告を行う。 

２ 都に対する報告 

区は、都への報告に当たっては、原則として、「安否情報システム」を用い、安否情

報省令第２条に定める様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含む。）

により都に送付する。ただし、事態が急迫している場合などこれらの方法によること

ができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。 

79 5 

５ 個人情報の保護への配慮 

安否情報は個人の情報であることにかんがみ、その取扱いについては十分留意すべ

きことを職員に周知徹底するとともに、安否情報データの管理を徹底する。  

安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答に止めるものとし、 負傷又

は疾病の状況の詳細、死亡の状況等個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報

については、安否情報回答責任者が判断する。 

５ 個人情報の保護への配慮 

安否情報は個人情報であることにかんがみ、墨田区個人情報保護条例（平成２年墨田区条

例 第１９号）にのっとり、その取扱いについては十分留意すべきことを職員に周知徹底するな

ど、 安否情報データの管理を徹底する。 

特に、安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答にとどめるものとし、負傷又 

は疾病の状況の詳細、死亡の状況等個人情報の保護の観点から特に留意が必要な情報につい

ては、安否情報回答責任者が判断する。 

85 3 ３ 住民の協力等  
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(1) 発見者の通報義務等 

武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を区市町村長又は消防吏

員、警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。 

(2) 消火、負傷者の搬送、被災者の救助等への協力 

当該区域内の住民は、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害へ

の対処に関する措置の実施に必要な援助について協力を要請されたときは、必要な

協力をするよう努める。 

(3) 保健衛生の確保への協力 

当該区域内の住民は、住民の健康の保持又は環境衛生の確保に関する措置の実施

に必要な援助について協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努める。 

※ (2)及び(3)について、協力は住民の自発的な意思に委ねられるものであって、その要

請に当たって強制にわたることがあってはならない。 

101 2(2) 

(2) 廃棄物処理対策 

 ア 区は、地域防災計画の定めに準じて、「災害廃棄物対策指針（改訂版）」（平成

３０年環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部作成）等を参考としつつ、廃棄物処理

体制を確立する。 

(2) 廃棄物処理対策 

 ア 区は、地域防災計画の定めに準じて、「災害廃棄物対策指針」（平成２６年環境

省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部作成）等を参考としつつ、廃棄物処理体制を確立

する。 
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第３編 復旧等 

頁 変更箇所 変更案 現行 

103  第３編 復旧等 第４編 復旧等 

104 1 １ 国における所要の法制の整備等 (1) 国における所要の法制の整備等 

 2 ２ 区が管理する施設及び設備の復旧 (2) 区が管理する施設及び設備の復旧 

  

【参考】復旧・復興における都・各機関等の役割分担（東京都国民保護計画抜粋） 

国 

対策本部 

指定行政機関・ 

指定地方行政機関 

○ 管理する施設及び設備の応急復旧 

○ 都又は指定公共機関の応急復旧の支援 

○ 武力攻撃災害からの復旧 

都 ○ ライフラインが被災した場合の応急復旧 

○ 道路等の公共施設の復旧 

○ 都のライフライン施設の復旧 

○ 区市町村又は指定地方公共機関の応急復旧の支援 

○ 都市、住宅、くらし、産業等の復興 

○ 国民保護に要した費用の支弁 

警視庁 ○ 犯罪の予防、社会秩序の維持 

東京消防庁 ○ 消防相談に関すること。 

○ 火災予防に関すること。 

区市町村 ○ 道路等の公共施設の復旧 

○ 都市、住宅、くらし、産業等の復興 

○ 国民保護に要した費用の支弁 

自衛隊 ○ 施設等の応急復旧等に関する措置 

指定公共機関・ 

指定地方公共機関 

○ 管理する施設及び設備の応急復旧 

○ 応急復旧の支援 

○ ライフライン施設等の復旧 
 

【参考】復旧・復興における都・各機関等の役割分担（東京都国民保護計画抜粋） 

都 ○ 道路等の公共施設の復旧 

○ 都のライフライン施設の復旧 

○ 都市、住宅、くらし、産業等の復興 

○ 国民保護に要した費用の支弁 

警視庁 ○ 犯罪の予防、社会秩序の維持 

東京消防庁 ○ 消防相談に関すること。 

○ 火災予防に関すること。 

区市町村 ○ 道路等の公共施設の復旧 

○ 都市、住宅、くらし、産業等の復興 

○ 国民保護に要した費用の支弁 

指定公共機関 ○ ライフライン施設等の復旧 

指定地方公共機関 ○ ライフライン施設等の復旧 
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第４編 大規模テロ等（緊急対処事態）への対処 

頁 変更箇所 変更案 現行 

106  

第４編 大規模テロ等（緊急対処事態）への対処 

大規模テロ等（緊急対処事態）への対処については、国民保護対策本部の設置や国

民保護措置（住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処等）などの武力攻撃事態への

対処に準じて行う。 

本編では、テロ等が突発的に起きることを考慮し、発生時の対処等について特に必

要な事項を記載する。 

■ 緊急対処事態（第１編 第５章 ２ 緊急対処事態」（23 ページ）参照） 

緊急対処事態とは、武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて、多数の人を殺傷する行

為が発生した事態、又は発生する明白な危険が切迫していると認められる事態で、国

家として緊急に対処することが必要なものをいう。 

■ 想定される事態例 

事態例 事  例 

（１）攻撃対象施設による分類 

 ① 危険物質を有する施設への攻撃 可燃ガス貯蔵施設等の爆破 

 ② 大規模集客施設等への攻撃 大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破

列車等の爆破 

（２）攻撃手段による分類 

 ③ 大量殺傷物質による攻撃 炭そ菌、サリン等の大量頒布 

ダーティボム等の爆発による放射性物

質の拡散 

 ④ 交通機関を破壊手段とした攻撃 航空機による多数の死傷者を伴う自爆

テロ 

■ 共通する特徴 

① 非国家組織等による攻撃 

② 突発的な事態発生 

③ 発生当初は事故との判別が困難 

④ 不特定多数の市民が日常利用している場所（列車、地下鉄、劇場など）で発生す

る可能性が高い。 

 

第５編 大規模テロ等（緊急対処事態）への対処 

大規模テロ等（緊急対処事態）への対処については、国民保護対策本部の設置や国

民保護措置（住 民の避難、救援、武力攻撃災害への対処等）などの武力攻撃事態への

対処に準じて行う。 

本編では、テロ等が突発的に起きることを考慮し、「初動対応力の強化」「平時にお

ける警戒」「大規 模テロ等の発生時の対処」等に関して特に必要な事項を記載する。 

なお、突発的にテロ等が発生した場合、政府による事態認定及び区対策本部の設置

指定が行われるまでは、区は、緊急に区民等の安全等を確保するため、区災害対策本

部等を設置し、災害対策の仕組 みを最大限活用して、緊急対処保護措置に準じた措置

を行う。 
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107 章 第１章 発生時の対処 第３章 発生時の対処 

110 章 第２章 大規模テロ等の類型に応じた対処 第４章 大規模テロ等の類型に応じた対処 

 1 

１ 危険物質を有する施設への攻撃 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

※ 現行(2)は、第５編「平素からの備え」に移動整理 

１ 危険物質を有する施設への攻撃 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 平素の備え    〔本文略〕 

(3) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

 2 

２ 大規模集客施設等への攻撃 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

※ 現行(2)は、第５編「平素からの備え」に移動整理 

２ 大規模集客施設等への攻撃 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 平素の備え    〔本文略〕 

(3) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

 

 

111 

3 

３ 大量殺傷物質による攻撃（ダーティボム） 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

※ 現行(2)は、第５編「平素からの備え」に移動整理 

３ 大量殺傷物質による攻撃（ダーティボム） 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 平素の備え    〔本文略〕 

(3) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

 （2） 

ウ 医療活動 

区は、都及び医療機関等と連携し、安全な場所において除染済みの傷病者に対する

緊急被ばく医療活動を実施する。 

ウ  医療活動  

区は、都及び医療機関等と連携し、東京消防庁の管理下において東京ＤＭＡＴによ

り、 安全な場所において除染済みの傷病者に対する緊急被ばく医療活動を実施する。  

 4 

４ 大量殺傷物質による攻撃（生物剤） 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

※ 現行(2)は、第５編「平素からの備え」に移動整理 

４ 大量殺傷物質による攻撃（生物剤） 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 平素の備え    〔本文略〕 

(3) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

 （2） 

イ 医療活動 

区は、都及び医療機関等と連携し、安全な場所において感染者又はその疑いのある

者に 対する医療活動を実施する。 

イ 医療活動 

区は、都及び医療機関等と連携し、東京消防庁の管理下において東京ＤＭＡＴによ

り、 安全な場所において感染者又はその疑いのある者に 対する医療活動を実施す

る。 

112 5 

５ 大量殺傷物質による攻撃（化学剤） 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

※ 現行(2)は、第５編「平素からの備え」に移動整理 

５ 大量殺傷物質による攻撃（化学剤） 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 平素の備え    〔本文略〕 

(3) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

 （2） 
ウ 医療活動 

区は、都及び医療機関等と連携し、安全な場所において除染済みの傷病者に対する

ウ 医療活動  

区は、都及び医療機関等と連携し、東京消防庁の管理下において東京ＤＭＡＴによ
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医療活動を実施する。この際、医師等に防護衣・手袋・ブーツ等を装着させる。 り、 安全な場所において除染済みの傷病者に対する医療活動を実施する。 この際、

医師等に防護衣・手袋・ブーツ等を装着させる。 

113 6 

６ 交通機関を破壊手段とした攻撃 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 対処上の留意事項 〔本文略〕 

※ 現行(2)は、第５編「平素からの備え」に移動整理 

６ 交通機関を破壊手段とした攻撃 

(1) 攻撃による影響  〔本文略〕 

(2) 平素の備え    〔本文略〕 

(3) 対処上の留意事項 〔本文略〕 
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第５編 平素からの備え 

頁 変更箇所 変更案 現行 

114 章 第５編 平素からの備え 第２編 平素からの備え 

 1表 
【区の各部における平素の業務】 

（別図表 13のとおり） 

【区の各部における平素の業務】 

（別図表 13のとおり） 

116 2 

２ 平時における警戒 

区は、常にテロ等の兆候や危機情報の把握に努め、必要に応じて警戒対応を行う。 

(1) 危機情報等の把握・活用 

区は、都及び警察・消防・自衛隊等関係機関と連携し、常にテロ等の兆候や危機

情報の把握に努める。 

区は、テロ等の発生事例（特に首都や大都市）に関する情報についても可能な限

り収集・分析し、初動対応力の強化や警戒対応に活用する。 

(2) 危機情報等の共有 

区は、区災害対策本部等を通じ、テロ等の兆候や危機情報を全庁的に共有する。 

(3) 警戒対応 

区は、テロ等の兆候や危機情報を把握し、テロ等の発生に備える必要があると判

断した場合、直ちに関連する施設に対して警戒の強化を要請するとともに、自ら管

理する施設の警戒を行う。 

区は、都が整備した「東京都管理施設テロリズム等警戒対応基準」（平成１８年

度決定）に準拠し、区が管理する施設における同基準を整備する 

※ 現行 第５編 第２章から移動・整理 

 3 ３ 区職員の参集基準等 ２ 区職員の参集基準等 

 3(2) 

(2) ２４時間即応体制の確保 

区は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応す

る必要がある。特に、初動時において迅速に連絡がとれる体制であることが重要で

ある。そこで、東京消防庁（消防署）との間で構築されている情報連絡体制を踏ま

えて、現行の夜間・休日等の当直室勤務職員により、速やかに危機管理担当部長、

安全支援課長等、国民保護担当職員へ連絡がとれるよう、２４時間即応可能な体制

を整備する。また、防災待機職員住宅入居職員及び臨時非常配備職員が、直ちに参

集できる体制を確保する。 

なお、参集に当たって、職員は、避難の指示等の情報を確認し行動するなど、自

らの安全の確保に留意する。 

ア 当直室勤務職員における情報収集・連絡 

(2) ２４時間即応体制の確保 

区は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応する

必要がある。特に、初動時において迅速に連絡がとれる体制であることが重要である。

そこで、東京消防庁（消防署）との間で構築されている情報連絡体制を踏まえて、現

行の夜間・休日等の警戒待機職員及び警備職員による当直により、速やかに区長及び

国民保護担当職員へ連絡がとれる体制を強化するなど、２４時間即応可能な体制を整

備する。また、防災待機職員住宅入居職員及び臨時非常配備職員が、直ちに参集でき

る体制を確保する。 

なお、参集に当たって、職員は、避難の指示等の情報を確認し行動するなど、自ら

の安全の確保に留意する。 

ア 警戒待機室における情報収集・連絡 
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当直室勤務職員は、国民保護に関して、次の業務を行う。 

・ 武力攻撃災害等に関する情報収集 

・ 危機管理担当部長、安全支援課長等国民保護担当職員に対する情報等の連絡 

・ 国からの区対策本部設置指定、都からの警報の通知、避難の指示等があった

場合の初動準備、連絡等 

・ その他、上記の国民保護担当職員が指示する業務 

 

ウ 臨時非常配備態勢 

武力攻撃災害が夜間及び休日等に発生したときは、臨時非常配備職員は、地域

防災計画の定めによる「臨時非常配備態勢の設置要領」に基づき、参集して非常

活動に従事するものとする。 

警戒待機室における警戒待機職員は、国民保護に関して、次の業務を行う。 

・ 武力攻撃災害等に関する情報収集 

・ 危機管理担当部長、安全支援課長等国民保護担当職員に対する情報等の連絡 

・ 国からの区対策本部設置指定、都からの警報の通知、避難の指示等があった場

合の初動準備、連絡等 

・ 国からの区対策本部設置指定、都からの警報の通知、避難の指示等があった場

合の 初動準備、連絡等 

ウ 臨時非常配備態勢 

武力攻撃災害が夜間及び休日等に発生したときは、臨時非常配備職員は、地域防

災計画に準じて別途定める基準に基づき、参集して非常活動に従事するものとす

る。 

 
表中 

8行目 

【事態に応じた初動体制の確立】 

突発的に事案が発生するなど、その被害が災害対 策基本法上の災害
（＊＊＊）

に該当

し、国民保護に準じた措置を実施する必要がある場合 

【事態に応じた初動体制の確立】 

原因不明の事案が発生するなど、その被害が災害対 策基本法上の災害
（＊＊＊）

に該

当し、国民保護に準じた措置を実施する必要がある場合 

119 3(5) 

【区対策本部長代替職員】 

第１順位 第１副区長 

第２順位 第２副区長 

第３順位 危機管理担当部長 

第４順位 企画経営室長 

【区対策本部長代替職員】 

第１順位 副区長 

第２順位 危機管理担当部長 

第３順位 企画経営室長 

120 4 ４ 消防の初動体制の把握等 ３ 消防の初動体制の把握等 

 5 ５ 国民の権利利益の救済に係る手続等 ４ 国民の権利利益の救済に係る手続等 

121 1(1) 

(1) 防災のための連携体制の活用 

区は、国民保護措置が円滑に実施できるよう、防災のための連携体制も 活用

し、関係機関との連携体制を整備する。 

(1) 防災のための連携体制の活用 

区は、武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよう、防災のための連

携体制も 活用し、関係機関との連携体制を整備する。 

 2 ２ 都等との連携 ２ 都との連携 

122 2(7) 

(7) 現地連絡調整所の運営等に関する連携 

区は、テロ等発生現場において活動する各機関が必要に応じて情報の共有や連携

の確保を目的に設置する「現地連絡調整所」の具体的な運営要領（参加機関、各機

関の役割、資器材等）について、都及び警察・消防・自衛隊等関係機関と協議す

る。 

※ 現行 第５編 第１章 ３(2)から移動・整理 
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 4(2) 

(2) 医療機関との連携 

区は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるように、以下の取組を行う。 

ア 都と協力して、災害拠点病院、救命救急センター、医師会等との連絡体制を確

認するとともに平素からの意見交換や訓練を通じて、緊急時の医療ネットワーク

と広域的な連携を図る。 

イ 特殊な災害への対応が迅速に行えるよう（公財）日本中毒情報センター等の専

門的な知見を有する機関との連携に努める。 

ウ 大規模テロ等の発生時に迅速かつ的確に医療を提供するため、区に所在する医

療機関等の専科・病床数等を把握するとともに、人的・物的なネットワーク及び

協力関係の構築に努める。 

(2) 医療機関との連携 

区は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるように、都と協力して、災

害拠点病院、救命救急センター、医師会等との連絡体制を確認するとともに平素か

らの意見交換や 訓練を通じて、緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を図る。 

また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう（公財）日本中毒情報センター等の

専門的な知見を有する機関との連携に努める。 

 

 

※ ウは、現行 第５編 第１章 １(2)から移動・整理 

123 4(3) 

(3) 関係機関との協定の締結等 

区は、関係機関から物資及び資材の供給並びに避難住民の運送等について必要な

協力が得られるよう、防災のために必要な連携体制の整備を図る。 

(3) 関係機関との協定の締結等 

区は、関係機関から物資及び資材の供給並びに避難住民の運送等について必要な

協力が得られるよう、防災のために締結されている協定の見直しを行うなど、防災

に準じた必要な連 携体制の整備を図る。 

 4(5)(6) 

(5) 大規模集客施設等との連携 

ア 区は、大規模集客施設等における大規模テロ等の発生に備え、都が設置した

「テロ等の危機に関する事業者連絡会」（平成１８年９月設置）を通じて、危機管

理の強化、テロ等の危機情報の共有等を図る。 

イ 区は、大規模テロ等の発生時に迅速に対処するため、区に所在する施設の実態

に応じて、区、施設管理者、警察、消防等の緊急連絡体制を整備する。 

ウ 区は、都及び警察・消防・自衛隊等関係機関等と協力し、施設管理者が行う危

機管理体制の強化や訓練に関して指導・助言を行う。この際、施設内の人々への

正確な情報伝達・指示、避難誘導等の初動対処を重視する。 

(6) 研究機関等との連携  

区は、大規模テロ等の発生時に迅速かつ的確に知的資源を活用するため、区に所

在する研究機関等の危機管理に関する人材・情報等を把握するとともに、協力関係

の構築に努める。 

※ 現行 第５編 第１章 １(1)(2)(3)から移動・整理 

125 第３ １ 基本的考え方  

 1(2)ア 

ア 国との情報伝達手段 

 ・ 緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）（**） 

・ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）（***） 

ア 国との情報伝達手段 

 ・ 緊急情報ネットワークシステム（Em-Net） 
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 注釈 

（**） 内閣官房が整備を進めている、行政専用回線である総合行政ネットワーク「Ｌ

ＧＷＡＮ」を利用した国（総理大臣官邸）と地方公共団体間で緊急情報を双方向通

信するためのシステム 
（***）対処に時間的余裕のない弾道ミサイル攻撃に係る警報や自然災害における緊急

地震速報、津波警報等を住民 に瞬時かつ確実に伝達するため、国が衛星通信ネット

ワークを通じて直接区の同報系防災行政無線を起動し、 サイレン吹鳴等を行うシス

テム 

（**）対処に時間的余裕のない弾道ミサイル攻撃に係る警報や自然災害における緊急

地震速報、津波警報等を住民に瞬時かつ確実に伝達するため、国が衛星通信ネットワ

ークを通じて直接区の同報系防災行政無線を起動し、サイレン吹鳴等を行うシステム 

126 2 ２ 通信連絡系統 (3) 通信連絡系統 

128 1(3) 

(3) 情報の共有 

区は、武力攻撃事態等において、被災情報、安否情報等を収集・整理し、関係機

関及び住民に迅速・的確に提供するための体制を整備する。 

なお、これらの情報を収集し、又は関係機関に提供するに当たっては、個人情報

の保護に十分留意し、慎重に取扱うものとする。 

(3) 情報の共有 

区は、国民保護措置の実施のため必要な情報の収集、蓄積及び更新に努めるとと

もに、これらの情報が関係機関により円滑に利用されるよう、情報セキュリティー

等に留意しながら データベース化等に努める。 

なお、これらの情報を収集し、又は関係機関に提供するに当たっては、墨田区個

人情報保護条例（平成２年墨田区条例第１９号）等に基づき、慎重に取扱うものと

する。 

 
2(1)(2) 

(3) 

(1) 警報の内容の伝達体制の整備 

ア  区は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方

法等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の

理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合において、民生委員・児

童委員や墨田区社会福祉協議会、国際交流ボランティア団体等との協力体制を構

築するなど、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮する。特に、言語や

生活習慣の違いによるハンディをもつ外国人に対しても、必要な情報の提供が行

えるよう、相談窓口の設置等を検討していく。 

イ 区長は、その職員を指揮し、消防の協力を得て、あるいは住民防災組織等の自

発的な協 力を得ることなどにより、住民等に警報の内容を伝達することができる

よう、体制の整備 に努める。 

ウ 警報の内容の伝達に当たっては、防災行政無線による伝達に加え、広報車の使

用、住民防災組織による伝達、メール配信、ケーブルテレビの活用、ホームペー

ジやX、フェイスブックの活用など、多様な手段を整備、維持する。 

(2) 全国瞬時警報システム（J-ALERT）等の整備及び防災行政無線の活用 

ア 国からの迅速な情報通信の確保のため、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、緊

急情報ネットワークシステム（Em-Net）を整備・維持する。 

(1) 警報の内容の伝達体制の整備 

ア  区は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方

法等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の

理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合において、民生委員・児

童委員や墨田区社会福祉協議会、国際交流ボランティア団体等との協力体制を構

築するなど、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮する。 

(現行３編 第２章２(5)から移動整理） 

イ 区長は、その職員を指揮し、消防の協力を得て、あるいは住民防災組織等の自

発的な協 力を得ることなどにより、住民等に警報の内容を伝達することができる

よう、体制の整備 に努める。 

ウ 警報の内容の伝達に当たっては、広報車の使用、住民防災組織による伝達、携

帯電話・ パソコンへのメール配信、ケーブルテレビの活用、ホームページや

Twitter、フェイスブックの活用など、防災行政無線による伝達以外の効果的な方

法も検討する。 

(2) 防災行政無線の整備 

区は、武力攻撃事態等において迅速に警報の内容を伝達するため、全国瞬時警報

システム（J-ALERT）と連動した防災行政無線の整備を図る。 
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イ 武力攻撃事態等において迅速に警報の内容を伝達するため、全国瞬時警報シス

テム（J-ALERT）と連動した防災行政無線の活用を図る。 

(3) 警察との連携 

区は、武力攻撃事態等において、住民に対する警報の内容の伝達が的確かつ迅速

に行われるよう、警察との協力体制を構築する。また、必要に応じて海上保安監

部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署（以下「海上保安部等」とい

う。）との協力体制を構築する。 

 

(3) 警察との連携 

区は、武力攻撃事態等において、住民に対する警報の内容の伝達が的確かつ迅速

に行われるよう、警察との協力体制を構築する。また、必要に応じて海上保安部等

（海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署をいう。以下同

じ。）との協力体制を構築する。 

129 3(1) 

(1) 安否情報の収集、報告及び回答 

ア 都への報告 

原則として、安否情報システムへの入力で行う。安否情報システムが利用でき

ない場合は、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否

情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令（平成１７年総務省

令第４４号。以下「安否情報省令」という。）に定める様式によりメールで報告す

る。ただし、事態が急迫してこれらの方法によることができない場合は、口頭や

電話などで報告を行う。 

イ 安否情報の回答 

住民からの安否情報の照会に対しては、安否情報省令に定める様式により回答

する。回答に当たっては、個人情報の保護に十分留意する。 

(1) 安否情報の収集、報告及び回答 

区は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否情報に関

して、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照

会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令（平成１７年総務省令第４４

号。以下「安否情報省令」という。）に定める様式により、収集、都への報告及び

照会に対する回答を行う。 

※ 収集・報告すべき情報は、第３編第７章に掲載する様式を参照。 

130 3(4) 

(4) 住民等への周知 

区は、避難時に氏名や身分を確認できるもの（マイナンバーカード、運転免許

証、パスポート、写真入りの社員証等）を携行するよう、都と連携して、住民等に

周知する。 

(4) 住民等への周知 

区は、避難時に氏名や身分を確認できるもの（運転免許証、パスポート、写真入

りの社員証等）を携行するよう、都と連携して、住民等に周知する。 

 4(1) ※ 収集・報告すべき情報は、第２編第９章に掲載する様式を参照 ※ 収集・報告すべき情報は、第３編第９章に掲載する様式を参照 

131 第６ 

１ 研修 

区は、国民保護の知見を有する職員を育成するため、国、都等が作成する国民保

護に関する教材や資料等も活用し、研修を行う。 

１ 研修 

(1) 研修機関における研修の活用 

区は、国民保護の知見を有する職員を育成するため、消防大学校、特別区職員研

修所等の研修機関の研修課程を有効に活用し、職員の研修機会を確保する。 

(2) 職員等の研修機会の確保 

区は、職員に対して、国、都等が作成する国民保護に関する教材や資料等も活用

し、多様な方法により研修を行う。 

また、都と連携し、消防団員や住民防災組織のリーダーに対して国民保護措置に

関する研修等を行う とともに、国が作成するビデオ教材や国民保護ポータルサイ
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ト、ｅ－ラーニング等も活用するなど多様な方法により研修を行う。 

(3) 外部有識者等による研修 

区は、職員等の研修の実施に当たっては、都、自衛隊、警視庁、東京消防庁、海

上保安庁等の職員及び学識経験者等を講師に招くなど、外部の人材についても積極

的に活用する。 

134 2(1)(2) 

(1) 区における訓練の実施 

区は、近隣区、都、国等関係機関と共同するなどして、住民、地域の団体及び事

業者の自発的な参加を得て、国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態

等における対処能 力の向上を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作

成等、既存のノウハウを活用するとともに、警察、消防、海上保安部等、自衛隊等

との連携を図る。 

 

 

(2) 訓練の形態及び項目 

訓練を計画するに当たっては、実動訓練、図上訓練等を、様々な情報伝達手段等

の手法を組み合わせ、様々な場所や想定で行うなど、実際の行動及び判断を伴う実

践的な訓練を実施する。また、防災訓練における実施項目を参考にしつつ、以下に

示す訓練を実施する。 

(1) 区における訓練の実施 

区は、近隣区、都、国等関係機関と共同するなどして、住民、地域の団体及び事

業者の自発的な参加を得て、国民保護措置についての訓練を実施し、武力攻撃事態

等における対処能 力の向上を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作

成等、既存のノウハウを活用するとともに、警察、消防、海上保安部等、自衛隊等

との連携を図る。 

また、昼間人口と夜間人口とが大きく異なることや外国人が居住していること、

多くの事業所が存在することに配慮した訓練となるよう努める。 

(2) 訓練の形態及び項目 

訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基

づいて参加者に意思決定を行わせる図上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的

な訓練を実施する。また、防災訓練における実施項目を参考にしつつ、以下に示す

訓練を実施する。 

136 1(1) 
【収集・管理すべき資料】 

（別図表14のとおり） 

【収集・管理すべき資料】 

（別図表 14のとおり） 

137 1(3) 

(3) 高齢者、障害者など要配慮者への配慮 

区は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者など自ら避難することが困

難な者の避難について、自然災害時への対応として実施している「要配慮者用パン

フレットの配付」、「要配慮者サポート隊の編成」、「緊急通報システムの設置」

などについて、国民保護の観点を含めて、必要に応じた整備を行うとともに、墨田

区要配慮者避難支援プランを活用しつつ、要配慮者（＊）の避難対策を講じる。 

その際、避難誘導時において、区対策本部の「国民保護要配慮者救護部」が迅速

に都の「福祉局」と連携した対応ができるよう、職員の配置に留意する。 

また、区は都と連携し、「外国人災害時情報センター」（**）や「防災（語学）

ボランティア」（***）の活用など、外国人への情報提供体制について整備する。

(3) 高齢者、障害者など要配慮者への配慮 

区は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者など自ら避難することが困

難な者の避難について、自然災害時への対応として実施している「要配慮者用パン

フレットの配付」、「要配慮者サポート隊の編成」、「緊急通報システムの設置」

などについて、国民保護の観点を含めて、必要に応じた整備を行うとともに、今

後、作成を予定している避難支援プランを活用しつつ、要配慮者（＊）の避難対策

を講じる。 

その際、避難誘導時において、区対策本部の「国民保護要配慮者救護部」が迅速

に都の「福祉保健局」と連携した対応ができるよう、職員の配置に留意する。 

また、区は都と連携し、「外国人災害時情報センター」（**）や「防災（語学）

ボランティア」（***）の活用など、外国人への情報提供体制について整備する。
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さらに、東京消防庁（消防署）の「要配慮者に関する地域協力体制」（****）との

連携も考慮する。 

さらに、東京消防庁（消防署）の「要配慮者に関する地域協力体制」（****）との

連携も考慮する。 

 2 

２ 避難実施要領のパターンの作成  

区は、都による支援を受け、関係機関（教育委員会など区の各執行機関、消防、警

察、海上保安部等、自衛隊等）と緊密な意見交換を行いつつ、総務省消防庁が作成し

た「避難実施要領のパターン作成に当たって（避難マニュアル）（平成１８年１月）」

や「避難実施要領のパターン」作成の手引き（平成２３年１０月）」を参考に、観光

客や昼間人口、混雑や交通渋滞の発生状況、高齢者、障害者、乳幼児等の避難方法等

について配慮し、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成する。 

 

２ 避難実施要領のパターンの作成  

区は、都による支援を受け、関係機関（教育委員会など区の各執行機関、消防、警

察、海上保安部等、自衛隊等）と緊密な意見交換を行いつつ、総務省消防庁が作成す

るマニュアルを参考に、季節の別（特に冬期間の避難方法）、観光客や昼間人口の存

在、混雑や交通渋滞の発生状況、高齢者、障害者、乳幼児等の避難方法等について配

慮し、複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成する。 

139 5 

５ 避難施設の指定への協力 

区は、都が行う避難施設（＊）の指定に際しては、以下の区分に応じて施設の収容

人数、地下収容の可否等の必要な情報を提供するなど都に協力する。 

区は、都が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、都と

共有するとともに、都と連携して、住民に対して、避難施設の名称、住所等住民が迅

速に避難を行うために必要な情報を周知する。 

なお、地域防災計画に基づき区が指定している「一時集合場所」は、避難施設とし

ての指定はされないが、武力攻撃事態等においても住民が集団で避難する場合の一時

的な集合場所として活用する。 

５ 避難施設の指定への協力 

区は、都が行う避難施設（＊）の指定に際しては、以下の区分に応じて必要な情報

を提供するなど都に協力する。 

区は、都が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、都と

共有するとともに、都と連携して、住民に対して、避難施設の場所、連絡先等住民が

迅速に避難を行うために必要な情報を周知する。 

なお、地域防災計画に基づき区が指定している「一時集合場所」は、避難施設とし

ての指定はされないが、武力攻撃事態等においても住民が集団で避難する場合の一時

的な集合場所として活用する。 

140 1(2) 
《避難施設の区分》（都国民保護計画より） 

（別図表15のとおり） 

《避難施設の区分》（都国民保護計画より） 

（別図表 15のとおり） 

 5 
「内閣官房国民保護ポータルサイト」避難施設等を掲載 

https://www.kokuminhogo.go.jp/hinan/index.html 

 

141 6 ８号 毒薬・劇薬（医薬品医療機器等法） ８号 毒薬・劇薬（薬事法） 

142 1(2) 
【例】 

（別図表16のとおり） 

【例】 

（別図表 16のとおり） 

144 2(1) 

(1) 啓発資料等の活用 

区は、武力攻撃災害や緊急対処事態の兆候を発見した場合の区長等に対する通報義

務、不審物等を発見した場合の管理者に対する通報の方法等について、警察・消防等

(1) 啓発資料等の活用 

区は、武力攻撃災害の兆候を発見した場合の区長等に対する通報義務、不審物等を

発見し た場合の管理者に対する通報の方法等について、パンフレット等の啓発資料等

を活用して住民への周知を図る。 
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関係機関及び施設管理者等と連携し、パンフレット等の啓発資料等を活用して住民・

区外からの通勤者・観光客等に周知を図る。  

145 3 

3 赤十字標章等及び特殊標章等に関する普及・啓発 

区は、都及びその他関係機関と協力し、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に基

づく、武力攻撃事態等における赤十字標章等及び特殊標章等の使用の意義、使用に当

たっての濫用防止等について、教育や学習の場など様々な機会を通じて普及・啓発に

努める。 

3 赤十字標章等及び特殊標章等に関する普及・啓発 

区は、都及びその他関係機関と協力しつつ、武力攻撃事態等における赤十字標章等

及び特殊 標章等の使用の意義、使用に当たっての濫用防止等について、教育や学習の

場など様々な機会 を通じて普及・啓発に努める。 

 4 

4 区民・事業者の皆様に行っていただきたい平素からの備え 

(1) 警報が発令されたときの行動及び避難行動の理解 

日頃から、武力攻撃事態や大規模テロ等（緊急対処事態）に遭遇した場合にとるべ

き行動について、知っていただくことが重要である。 

(2) 備蓄 

地震などの災害に対する日頃からの備えとして実践している、避難用の非常持ち出

し品や数日間を自足するための備蓄品は、武力攻撃事態等における避難時においても

役立つものであると考えられる。 

(3) 訓練への参加 

上記(1)の避難行動等の理解を深めるためにも、都民・事業者の皆様にも訓練に参加

いただくことが重要である。 

≪弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動について≫ 

Ｊアラート（全国瞬時警報システム）により弾道ミサイル発射情報が発令されたら 

【逃げる】 

屋外にいる場合、近くの建物（できれば頑丈な建物）の中や、地下に避難する。 

【離れる】 

屋内にいる場合、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動する。 

【隠れる】 

屋外にいる場合で、近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せ

頭部を守る。  

※ 東京都防災ホームページ：弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき

行動について 

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000063/1022489.html 

 

146 4 ≪警報が発令された場合に直ちにとっていただきたい行動（例）≫  
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○ 屋内にいる場合 

・ ドアや窓を全部閉める。 

・ ガス、水道、換気扇を止める。 

・ ドア、壁、窓ガラスから離れて座る。 

○ 屋外にいる場合 

・ 近隣の堅ろうな建物や地下街など屋内に避難する。 

≪武力攻撃の類型などに応じた避難などの留意点≫ 

○ 弾道ミサイルによる攻撃の場合 

・ 攻撃当初は屋内に避難し、その後、状況に応じ行政機関からの指示に従い適切に

避難する。屋内の避難に当たっては、近隣の堅ろうな建物や地下街などに避難する。 

○ ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合 

・ 突発的に被害が発生することも考えられるため、攻撃当初は一旦屋内に避難し、

その後状況に応じ行政機関からの指示に従い適切に避難する。 

○ 航空攻撃の場合 

・ 攻撃の目的地を特定せずに、屋内への避難が広範囲にわたって指示されることが

考えられる。屋内への避難に当たっては、近隣の堅ろうな建物や地下街などに避難す

る。その後、状況に応じ行政機関からの指示に従い適切に避難する。 

○ 着上陸侵攻の場合 

・ 攻撃が予測された時点において、あらかじめ避難することも想定される。 

・ 避難が必要な地域が広範囲にわたり遠方への避難が必要となるとともに、避難の

期間が長期間にわたることも想定される。避難の経路や手段などについて行政機関か

らの指示に従い適切に避難する。 

○ ＮＢＣ攻撃の場合 

・ 武力攻撃やテロの手段としてＮＢＣ（核物質、生物剤、化学剤）が用いられた場

合には、特別な対応が必要となることから、情報収集に努めるとともに、行政機関か

らの指示に従って行動することが重要である。 

※ 内閣官房国民保護ポータルサイト：武力攻撃やテロなどから身を守るために 

https://www.kokuminhogo.go.jp/gaiyou/shiryou/hogo_manual.html 

 


